
１ 

報告第 １ 号 

 

専決処分の報告について 

 

 農業集落排水処理施設機能強化対策工事請負契約の一部変更契約の

締結について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１

項の規定により、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定に

より報告する。 

 

 

  令和 ５ 年 ２ 月 ３ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

  



２ 

専決第 １ 号 

 

   農業集落排水処理施設機能強化対策工事請負契約の一部変更契

約の締結について 

 

 令和４年第２回おいらせ町議会定例会議案第５２号をもって議会の

議決を経た、農業集落排水処理施設機能強化対策工事請負契約の一部

を変更し、次のとおり契約を締結することについて、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１８０条第１項及びおいらせ町長の専決処

分できる軽易な事項の指定について（平成１８年９月１１日おいらせ

町議会議決）第３号アの規定により、次のとおり専決処分する。 

 

変更契約金額        ４０７，０００円の減額 

（変更後の契約金額 １０６，２９３，０００円） 

 

 

  令和 ５ 年 １ 月１１日 専決 

 

                おいらせ町長 成 田   隆   

 

 

 

 

 

 

  



３ 

議案第 １ 号 

 

令和４年度おいらせ町一般会計補正予算（第６号）について 

 

令和４年度おいらせ町の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１９，５８１千円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１１，９０６，４１５

千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 

  令和 ５ 年 ２ 月 ３ 日 提出 

 

                おいらせ町長 成 田   隆 
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